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１��市民と情報を共有し市民の多様な
意見を市政に反映させる取組み

２��市が執行する政策や事業を監視・
評価する取組み

３��市民に開かれた分かりやすい議会
運営への取組み
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●  団体等との意見交換会を実施する。 
●  フリー参加できる会場を設置し意

見交換を実施する。また、オンライ
ン参加できる併設会場とし、多様な
意見を聴取する。

●  市民との意見交換会で得た意見を
常任委員会で審査し要望事項を取
りまとめる。 

●  市長に対し要望書を提出する。

●  各委員会で継続した調査ができる
よう前年度の調査報告書を確認し
継続調査が必要な事業を抽出する。

●  各部の主要事業や市民に影響を及
ぼしやすい事業に対し、計画的な所
管事務調査を実施し、管外視察に結
び付け事業を把握する。

●  市長の諮問機関や意見聴取機関の
公開される会議を傍聴し、監視評価
を継続し市民意見の把握に努める。

●   議決責任を踏まえ、委員会に付託され
た案件について必要に応じて論点整
理を実施し、審査の度合いを深める。

●  昨年度に継続して議会だよりを広報
モニターへ依頼しモニタリングする。

●  小学生の議会見学を積極的に受け入
れる。
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●  保育園保護者会、小中学校ＰＴＡ会
長・子育て委員長、商工会議所・商
工会、観光協会と実施し、３日間で
32人の参加を得た。

●  令和５年の議会活動報告、市への要
望と回答について説明し、市民意見
の反映について情報共有を図った。 

●  オンライン併設会場を開催する予定
であったが、団体との意見交換会に集
中することとしたため中止とした。

 ●  常任委員会で要望事項を取りまと
め、12月９日、市長に対し要望書を
提出した。 

●  時期を問わず意見聴取ができるよ
う、インターネットを利用した「市
民の声を議会へおとどけください」
窓口を開設した。

●  委員会において前年の調査報告書を
もとに継続調査が必要な事項を確認
し、課題を共有できるよう努めた

●  所管事務調査は今年度の主要事業
を中心に調査を行ない課題を抽出
し、管内視察・管外視察へ結び付
け課題解決の方法を調査した。

●  所管事務調査、管内・管外視察に
ついて報告書をまとめ、本会議で
の報告及び議会だより・ホームペ
ージで公表した。

●  公開された会議に出席し、市民意見
の把握に努めた。〈議員の任意参加〉

●  論点整理を必要に応じて開催し、
審査の度合いを深めた。〈委員会の
任意開催〉

●  議会だより82号（８月15日発行）
について広報モニターによる調査
を行った。調査により寄せられた
意見を基に改善案を協議検討し、ホ
ームページで公表した。

●  議会見学については、７月18日：古
川小学校６年生（75人）、12月20日：
宮川小学校（２人）が、社会科の授
業の一環で議場を見学してくれた。
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おおむね達成
●  自由参加の形式のため参加者の固定

化や意見の偏りがあったことから、こ
れまで聴く機会がなかった団体との
意見交換会を開催し、多様な意見を
聴くことができた。また、その中で得
られた意見と議会として調査してきた
事項を踏まえた要望書を市長に提出
し回答を得ることができた。

●  市民意見の窓口を設置し対応する
体制ができ、実績としては１件であっ
た。

おおむね達成
●  昨年度の調査報告を確認するととも

に、今年度の主要事業を調査しなが
ら管内・管外視察を実施することが
できた。また、意見交換会での意見
と調査事項をあわせて市長要望につ
なげることができた。

●  令和７年２月25日には調査報告書を
議長に提出し、第２回定例会本会議
において調査内容を報告するととも
にホームページにおいて公表した。

おおむね達成
●  広報モニターによる調査は、令和５年

度からの一部カラー化に伴い実施し
てきて２回目となる。ページ数につい
ては適量であり、読みやすいという意
見もあった。一部カラー化に伴い「読
みたくなった」が26％ある反面、「変わ
らない」が56％という結果であった。

●  議会見学では、議会の役割や仕組み
について説明し、児童たちの身近なこ
とや市の様々な事業が議会の議決に
より進められていることを学んでもら
う良い機会となった。

詳細な資料は市公式ホームページで公表しておりますのでご確認ください。
※�評価は、達成、おおむね達成、一部達成、未達成、未実施による評価外の５段階の評価

議会及び議員の活動の活性化と充実を図るため、市民参加、行政との議論並びに議員間での議論を通じて、開かれ
た議会運営の基本事項を定めることによって、市民の福祉向上と市政の発展に寄与することを目的として議会基本条例
を定めています。令和６年の活動について自己評価をしましたので公表します。

◆  令和６年　議会基本条例に基づく活動結果  ◆


